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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状体上で使用するための音響変換器であって、
　回転柱面部分を形成するよう構成され、複数の音響変換素子が配置され、前記音響変換
素子に電圧を供給するよう構成された弓形部材を備え、
　前記音響変換素子は、音響エネルギを受信し又は放射するよう選択的に動作可能であり
、前記弓形部材は、これに配置された複数の変換素子のサブセットに他の変換素子とは逆
の極性の電圧を供給するよう構成され、前記弓形部材及び変換素子は密封されて液体のな
い部材を構成していることを特徴とする音響変換器。
【請求項２】
　前記弓形部材は、実質的に非導電性の材料で形成されている、請求項１に記載の音響変
換器。
【請求項３】
　前記弓形部材にはさらに、前記弓形部材の凹部表面近くの音響エネルギ伝播を減衰させ
るための重質量材料が前記音響変換素子に近接して設けられている、請求項１に記載の音
響変換器。
【請求項４】
　前記弓形部材はさらに、前記変換素子の平面に接触する第１の導体及び前記変換素子の
第２の平面に接触する第２の導体を含んでいる、請求項１に記載の音響変換器。
【請求項５】
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　前記第１及び第２の導体は、それぞれがメッシュを構成する一連の導体を含んでいる、
請求項４に記載の音響変換器。
【請求項６】
　前記弓形部材は、時間的な順序で、前記変換素子の一部に電圧が供給されるように構成
されている、請求項１に記載の音響変換器。
【請求項７】
　二つの弓形部材を有し、それぞれが回転柱面の半分を形成している、請求項１の音響変
換器。
【請求項８】
　四つの弓形部材を有し、それぞれが回転柱面の４分の１を形成している、請求項１の音
響変換器。
【請求項９】
　前記弓形部材は、導電性材料により形成されている請求項１に記載の音響変換器。
【請求項１０】
　前記弓形部材は、そこに配置された変換素子の第１の平面に電気的に接続されている、
請求項１に記載の音響変換器。
【請求項１１】
　前記弓形部材は、信号及び／又は電力の接続のために、遠隔測定手段に結合されている
、請求項１に記載の音響変換器。
【請求項１２】
　管状体の回転柱面部分を形成する弓形部材を配置する段階有する管状体に音響変換器配
備する方法であって、
　前記弓形部材には複数の音響変換素子が配置され、前記弓形部材はそこに配置された音
響変換素子に電圧を供給するよう構成され、
　ここで前記音響変換素子は、音響エネルギを受信し又は放射するよう選択的に動作可能
であり、前記弓形部材は、これに配置された複数の変換素子の一部に、他の変換素子とは
逆の極性の電圧を供給するよう構成され、前記弓形部材及び変換素子は密封されて液体の
ない部材を構成していることを特徴とする、方法。
【請求項１３】
　前記弓形部材は、信号及び／又は電力の接続のために、遠隔測定手段に結合されている
、請求項１２に記載の音響変換器。
【請求項１４】
　地表下に配置される管状体上で使用される音響変換器であって、
　前記管状体に配置される回転柱面部分として形成され、素子に電圧を供給するよう構成
された弓形部材と、
　前記弓形部材に配置され、音響エネルギを受信し又は放射する複数の音響変換素子と、
　前記音響変換素子の第１の平面に接触する第１の導体と、
　前記音響変換素子の第２の平面に接触する第２の導体と、を有し、
　前記第１の平面の音響変換素子は、前記第２の平面の音響変換素子から電気的に分離さ
れており、
　前記弓形部材に配置された複数の音響変換素子のサブセットは、そこに配置された他の
音響変換素子とは逆の極性の電圧で動作するよう構成され、
　前記弓形部材及び音響変換素子は、液体のない音響変換器を形成するよう密封され、前
記管状体は掘削環境と接触するよう構成された外側表面を有し、前記音響変換器は掘削環
境と接触する管状体の外側表面の周囲に配置されるよう構成されていることを特徴とする
音響変換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
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　本発明は、２００４年１月８日出願の米国特許仮出願出願番号第６０／５３５，０６２
号及び２００４年１月８日出願の米国特許仮出願出願番号第６０／５３４，９００号の合
衆国法典３５セクション１１９に従った優先権を請求するものである。
　本発明は、一般的に音響変換器に関する。より具体的には、本発明は、管状体上で使用
するための改良型音響変換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　石油及びガス業界では、地表下の累層の探査は、一般的に、累層特性を判断するために
ボーリング検層機器によって行われる。これらの機器のうち、音波ツールは、累層に関す
る画像の生成又は関連特性の導出に使用することができる地表下音響特性に関する貴重な
情報が得られることが分かっている。
　音波は、地表下累層のような媒体の中を伝播する音響エネルギから生じる周期的な振動
外乱である。音波は、一般的に、その周波数、振幅、伝播速度に関して特徴付けられる。
累層に関連する音響特性は、圧縮波速度、剪断波速度、ボアホールモード、及び累層緩慢
を含むことができる。更に、ボアホール壁の状態及びボアホールから離れた場所での他の
地学的特徴を示すのに音響画像を使用することができる。これらの音響測定は、地震相関
、油層岩石物理学、岩石力学、及び他の分野において用途がある。
【０００３】
　深度の関数としての音響特性の記録は、音波検層として公知である。音波検層から得ら
れる情報は、井戸間の相関関係、間隙率の判断、岩質を示すための機械的又は弾性岩石パ
ラメータの判断、過圧累層帯の検出、累層内の測定音速に基づく地震時間トレースの深度
トレースへの変換を含む様々な用途で有用であろう。
　地球の累層の音波検層は、音波検層機器又はツールを累層を横断するボアホール内に降
ろすことを伴う。この機器は、一般的に、音響エネルギを地表下累層に発するための１つ
又はそれ以上の音波源（すなわち、送信器）、及び音響エネルギを受け取るための１つ又
はそれ以上の音響センサ又は受信器を含む。送信器は、音響エネルギのパルスをボアホー
ル内に発するために周期的に作動され、パルスは、ボアホール内を進行して累層に入る。
ボアホール及び累層内を伝播した後、音響エネルギの一部は受信器に伝わり、そこで検出
される。検出された音響エネルギの様々な属性は、その後、関連の地表下又はツール特性
と関連付けられる。
【０００４】
　図１は、従来のダウンホール音波ツールを示す。ツール１０は、地球累層２０を横断す
るボアホール１２に配置された状態で示されている。ボアホール１２は、一般的に、ボア
ホール掘削中に使用される掘削流体（掘穿泥水）が充填されている。ツール１０は、通常
、管状支持体１３で実施され、これは、ドリルカラーの場合は、掘削流体１４が当業技術
で公知のように掘削ストリング（図示せず）の底部の泥水モータ及び／又はドリルビット
に到達するための内部通路１３Ａを含む。検層ツール１０は、管状体１３上に配置された
１つ又はそれ以上の音響源１６及び複数の音響受信器１８を含む。受信器１８は、ツール
１０の縦軸線に沿って選択された距離ｈで互いに間隔の空いた状態で示されている。音響
源１６に最も近い受信器１８の１つは、選択された距離ａだけ音響源から軸線方向に間隔
が空いている。また、ツール１０は、当業技術で公知のような波形信号データを処理する
ためのマイクロプロセッサ、メモリ、及びソフトウエアを含む１つ又はそれ以上の従来の
コンピュータモジュール２１を収納する。同じく当業技術で公知のように、コンピュータ
モジュール２１は、機器内か又は地表に配置するか、又は図１に示すようにこれら２つの
間で組み合わせることができる。音響エネルギ波２２は、ボアホールを伝播している状態
で示されている。従来の音波ダウンホールツールは、米国特許第５，８５２，５８７号、
第４，５４３，６４８号、第５，５１０，５８２号、第４，５９４，６９１号、第５，５
９４，７０６号、第６，０８２，４８４号、第６，６３１，３２７号、第６，４７４，４
３９号、第６，４９４，２８８号、第５，７９６，６７７号、第５，３０９，４０４号、
第５，５２１，８８２号、第５，７５３，８１２号、第ＲＥ３４，９７５号、及び第６，
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４６６，５１３号に説明されている。
【０００５】
　従来の音響ツールは、圧電素子のような音響変換器素子を装備している。一般的に、音
響変換器は、エネルギを電気及び音響形態間で変換し、音響源又はセンサとして作用する
ように適応させることができる。音響変換器は、一般的に、図１に示すような検層器具の
管状体に取り付けられる。ダウンホール管状体で使用される従来の音響源及びセンサは、
米国特許第６，４６６，５１３号、第５，８５２，５８７号、第５，８８６，３０３号、
第５，７９６，６７７号、第５，４６９，７３６号、及び第６，０８４，８２６号に説明
されている。従来の掘削時検層（ＬＷＤ）音波ツールは、全方向送信器を有する（すなわ
ち、単極子音響源）（米国特許第５，７９６，６７７号、第５，８５２，２６２号を参照
）。しかし、従来のワイヤライン音波ツールは、独立した音響源を使用してボアホールの
音響モードを励起する（例えば、米国特許第５，８５２，５８７号、第６，１０２，１５
２号、及び第６，４７４，４３９号を参照）。大きなボアホール及び遅い岩石形成条件に
おいては、剪断波測定は、純粋な単極子音響ツールでは達成しにくい。これらの条件では
、同時か又は独立してボアホールの音響モードを励起する音響源を有する異なる種類の検
層ツールを使用することが必要である。米国特許第６，６１４，３６０号及び第６，０８
４，８２６号は、音響変換器を装備したダウンホール管状体を説明している。提案された
変換器の欠点は、アセンブリ内でオイル補償を用いることであり、これは、構造を複雑に
して信頼性に影響を与える。
【０００６】
【特許文献１】米国特許仮出願出願番号第６０／５３５，０６２号
【特許文献２】米国特許仮出願出願番号第６０／５３４，９００号
【特許文献３】米国特許第５，８５２，５８７号
【特許文献４】米国特許第４，５４３，６４８号
【特許文献５】米国特許第５，５１０，５８２号
【特許文献６】米国特許第４，５９４，６９１号
【特許文献７】米国特許第５，５９４，７０６号
【特許文献８】米国特許第６，０８２，４８４号
【特許文献９】米国特許第６，６３１，３２７号
【特許文献１０】米国特許第６，４７４，４３９号
【特許文献１１】米国特許第６，４９４，２８８号
【特許文献１２】米国特許第５，７９６，６７７号
【特許文献１３】米国特許第５，３０９，４０４号
【特許文献１４】米国特許第５，５２１，８８２号
【特許文献１５】米国特許第５，７５３，８１２号
【特許文献１６】米国特許第ＲＥ３４，９７５号
【特許文献１７】米国特許第６，４６６，５１３号
【特許文献１８】米国特許第５，８８６，３０３号
【特許文献１９】米国特許第５，４６９，７３６号
【特許文献２０】米国特許第６，０８４，８２６号
【特許文献２１】米国特許第５，８５２，２６２号
【特許文献２２】米国特許第６，１０２，１５２号
【特許文献２３】米国特許第６，６１４，３６０号
【特許文献２４】米国特許第６，３５１，１２７号
【特許文献２５】米国特許第６，６９０，１７０号
【特許文献２６】米国特許第６，６６７，６２０号
【特許文献２７】米国特許第６，３８０，７４４号
【特許文献２８】米国特許第６，２０８，０３１号
【特許文献２９】米国特許第６，７８８，０６５号
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特に地表下累層に配置するようになっている管状体を伴う用途に対する改良型音響変換
器の必要性が残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の態様は、管状体上で使用するための音響変換器を提供する。変換器は、導体に
よって変換器素子に電圧を供給するようになった弓形部材と、列を形成して部材上に配置
された複数の音響変換器素子とを含み、弓形部材及び変換器素子は、密封材料で覆われ、
覆われた弓形部材は、液体を含まない。
　本発明の態様は、管状体上で使用するための音響変換器を提供する。変換器は、弓形金
属部材と金属部材上に配置された複数の音響変換器素子とを含み、金属弓形部材は、そこ
に配置された変換器素子に電圧を供給するようになっており、変換器素子は、外部流体か
ら保護するために覆われている。
【０００９】
　本発明の態様は、音響変換器を管状体上に配備する方法を提供する。本方法は、弓形部
材を管状体の外面上に配置する段階を含み、弓形部材は、管状体に対して独立に形成され
、列を形成してそこに配置された複数の音響変換器素子を有し、弓形部材は、導体によっ
て電圧を変換器素子に供給するようになっており、密封材料で覆われて液体を含まない。
　本発明の態様は、音響変換器を管状体上に配備する方法を提供する。本方法は、金属弓
形部材を管状体の外面上に配置する段階を含み、この弓形部材は、管状体に対して独立に
形成され、そこに配置された少なくとも１つの音響変換器素子を有し、この部材は、密封
材料で覆われて液体を含まない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明は、任意の管状体に適合するように複数の構成及び異なる直径で実施することが
できる音響変換器を開示する。本発明の実施形態は、単一変換器ユニットを使用して改良
型モード純粋励起を用い、広い周波数範囲に亘って掘削孔の音響モードを励起することを
可能にするものである。この変換器設計は、半円筒形又は弓形構成で実施される変換器素
子に基づいている。
　図２Ａは、本発明で実施される一般的な変換器素子３０を示す。変換器素子３０は、音
波放射及び出力音圧レベルを向上させるために単一素子又は多層（スタック）素子とする
ことができる。使用可能な素子３０としては、圧電素子、チタン酸鉛（ＰＴ）素子、ジル
コン酸チタン酸鉛（ＰＺＴ）素子、１－３圧電複合型素子、又は当業技術で公知の任意の
他の適切な材料が含まれる。素子３０は、厚みモードにおいて分極化されることが好まし
い。正電圧が素子３０の平面に印加され、負電圧が対向する平面に印加された時、素子が
膨張及び収縮することにより、音響エネルギが放射される。図２Ｂは、本発明で実施され
る一般的な１－３圧電複合型変換器素子３０を示す。
【００１１】
　図３Ａは、片側に重質量材料３２を負荷した単一の矩形圧電素子３０を示す。重質量材
料３２を配置して変換器素子３０に裏打ちすることにより、質量負荷素子は、音響源とし
て実施された時に望ましい向きで音の方向性を改善し、音波放射を改善する。図３Ｂは、
片側に重質量材料３２を負荷した単一矩形１－３圧電複合型素子３０の実施形態を示す。
　図４は、本発明の弓形又は弓状部材３５の実施形態上に配置された複数の個々の変換器
素子３０を示す。弓形部材３５は、分かりやすいように二次元つまり平面として投影され
た状態で示されているが、部材は、部際は断面形状が湾曲しているということから「弓形
」である。また、弓形部材という用語は、例えば、扇形、四分円、又は回転半柱面、半円
筒、又は湾曲四部分を含むことができる。実際に、「弓形部材」という用語は、互いに並
列である時に半円筒を含むか又は構成するような任意の数の「湾曲形」部分を含むことが
できる。弓形部材３５は、非導電材料で形成される。使用可能な材料としては、ファイバ
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グラス、ゴム化合物、合成樹脂、「ＰＥＥＫ（登録商標）」、又は当業技術で公知の他の
任意の適切な非導電材料が含まれる。
【００１２】
　図５は、本発明の音響変換器の側端から見た断面図を示す。変換器素子３０は、弓形部
材３５を形成する非導電材料内に入れられるか又は成形される。弓形部材３５は、当業技
術で公知の様々な製造技術を用いて形成することができる。例えば、１つの技術では、変
換器素子３０を収納するために弓形部材３５内に空隙又は開口部を形成し、付加的な材料
を用いて収納された素子を入れ込み、アセンブリを完成する。別の技術では、弓形部材３
５を変換器素子３０及び導体３７回りに成形する。尚、本明細書に示す実施形態は、分か
りやすいように一般的に実際の尺度又は正確な寸法で示されていない。例えば、弓形部材
３５を形成する材料の壁は、任意の望ましい厚さで形成してもよいが、音響エネルギの伝
播を改善するためにはより薄い壁が一般的に好ましい。
【００１３】
　電気導体３７は、以下で更に説明するように、素子へ及び素子から電圧／信号をルーテ
ィングするために変換器素子３０の表面と接触するように弓形部材３５内に配置される。
導体３７は、弓形部材３５の両端から延び、露出したリード線３９で終端する。当業技術
で公知の方法で任意の適切な導体を使用することができる。いくつかの実施形態は、変換
器素子３０を覆うように配置された「メッシュ」層を形成する一連のフィラメント導体を
含む導電材料を使用する導体３７で構成することができる。メッシュ型の導体３７を実施
するために使用することができる層又はフィルムを形成するように構成された導電材料は
、市販されている（例えば、インターネット上のｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｉａｎｉ
ｎｃ．ｃｏｍで入手可能な「ＭＡＲＩＡＮ（登録商標）」製品を参照）。いくつかの実施
形態は、化学蒸着技術、マスキング技術、又は他の公知の積層処理（図示せず）によって
形成された導体３７で実施することができる。本発明の更に他の実施形態は、フレックス
回路と呼ばれるストリップを使用して形成された導体で実施することができる（米国特許
第６，３５１，１２７号、第６，６９０，１７０号、第６，６６７，６２０号、及び第６
，３８０，７４４号に説明されている）。フレックス回路型の実施形態は、導電性材料又
は物質が含浸した適切な材料（例えば、ポリイミドフィルム、誘電フィルム基板、ポリエ
ステルフィルム）で形成することができる。可撓性フィルムを形成するためのストリップ
を製造する技術は、米国特許第６，２０８，０３１号に説明されている。
【００１４】
　地表下用途に対して設計された本発明の弓形変換器の実施形態は、掘削環境に存在する
厳しい状況に耐えることができるべきである。弓形部材３５は、収納された変換器素子３
０と共に、保護及び音透過性バリアを形成する密封材料４０でアセンブリをオーバーモー
ルドするか又は覆うことによって保護することができる。使用可能な密封材料としては、
ゴム化合物又は任意の他の適切な樹脂又は複合材料が含まれる。また、弓形部材３５は、
個々の変換器素子３０を完全に入れ込むように形成することができる。間隙又は間隔を素
子３０との間に残す他の実施形態では、素子間の空間を埋めるように適切な非導電材料４
２（例えば、ゴム）を加えることができる。
【００１５】
　図６は、本発明の２つの個々の音響変換器の実施形態を示す。２つの弓形部材３５は、
部材上の変換器素子３０の配置を示すために側面が断面図の状態で示されている。これら
の音響源の実施形態は、重質量を負荷した変換器素子３０を用いて実施される。図２に示
すように、無負荷つまり単純な変換器素子で他の実施形態を実施することもできる。分か
りやすいように、図６の変換器の実施形態は、２つの変換器素子３０が各弓形部材３５内
に配置された状態で示されている。任意数の行又は列を必要に応じて形成するように任意
数の変換器素子が弓形部材に配置された状態で他の実施形態を実施することもできる（図
４を参照）。
【００１６】
　図６に示す変換器は、重質量材料３２の部分が弓形部材３５の凹状側面に向いて部材内
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に入るように変換器素子３０の近くに配置された状態で実施される。各部材３５は、防水
ユニットを形成するように密封材料４０で完全に覆われる。変換器素子３０は、素子の表
面と接触するように弓形部材３５内に配置された導体３７によって並列に電気的に接続さ
れ、端部リード線３９のみがむき出し状態になる。負荷のある変換器素子３０で実施され
た時、導体３７が負荷変換器３０の外面に沿って配置される場合、導電性の重質量材料３
２（例えば、タングステン）が使用される。導体が変換器素子と重質量材料の間に配置さ
れた状態で他の実施形態を実施することもできる（図示せず）。
【００１７】
　図７は、本発明の変換器の実施形態を示す。本発明の２つの独立した弓形部材３５は、
管状体１３の外周部回りに形成された窪み内に配置されている。米国特許第６，７８８，
０６５号では、本発明の実施形態を実施するのに使用することができる窪み及びシールド
構成で構成された様々な管状体が説明されている。部材３５の各々は、管状体１３を取り
囲む回転柱面の半分を形成する。部材３５からの導体リード線は、分かりやすいように図
示されていない。部材３５からのリード電線（図６のアイテム３９）は、直接又は間接を
問わず、無数の従来の手段を通じて電源と結合させることができることを当業者は理解す
るであろう。この２つの独立した弓形部材３５は、従来の単一ユニット音響源を凌ぐ多く
の利点を有する。個々の部材３５は、組立て、トラブルシューティング、修理、及び変換
器装置の交換を容易にする。
【００１８】
　図８は、図７の管状体１３上に配置された変換器の１つの断面図を示す。密封された弓
形部材３５は、音響源として作動させた時に広い周波数範囲で音響エネルギを放射するよ
うに、無負荷変換器素子３０表面が露出した状態で管状体１３の外面と並置して配置され
る。重質量材料３２と高感度変換器素子３０との組合せは、管状体内の振動を少なくする
のを助け、音の方向性を改善する。負荷素子３０は、一般的に金属である管状体１３の近
くに配置されるので、音響エネルギの一部を管状体表面から離れるように反射し、素子３
０の外面から放射された音響エネルギと組み合わせることによって音の方向性が向上する
。管状体１３の方向への音響エネルギ伝播のこの減衰により、いわゆる「ツールモード」
の励起が少なくなる。
【００１９】
　本発明の変換器の実施形態は、管状体の回りに配置された複数の弓形部材で実施するこ
とができる。図９は、各々が管状体１３回りに配置された回転柱面の四分円を形成する本
発明の４つの個々の弓形部材３５の上面図を示す。導体及び変換器素子は、分かりやすい
ように全ての図において図示されていない。
　また、本発明の弓形変換器は、任意の１つの弓形部材上の変換器素子のサブセットから
別々で時限の励起又は受信を行うように電気的に構成することができる。図１０は、側面
Ａ上の変換器素子が側面Ｂ上の変換器素子と絶縁されるように、付加的な組の導体で内部
構成された二次元つまり平面として投影された本発明の弓形部材３５を示す。
【００２０】
　図１１は、回転柱面を形成するために互いに並列配置された、図１０に示すものと類似
の２つの弓形変換器を示す。２つの弓形部材３５内の変換器素子サブセットは、ダウンホ
ール管状体の音響源として実施された時、必要に応じて掘削孔の音響モードを実質的に励
起するために、選択されたパターンで別々に励起することができる。図１１は、双極子モ
ードによる励起を生成するために、１つの分極化で同時に励起される図の左側つまり「Ａ
」側の変換器素子と、反対の分極化で同時に励起される右側つまり「Ｂ」側の変換器素子
とを示す。代替的に、図９に示す４つの四分円弓形変換器による実施形態を使用して望ま
しい励起を生成することができる。本発明の弓形変換器は、単極子、双極子、四極子、及
びより高い次数のモードの掘削孔音響モードを励起するための音響源として作動させるこ
とができることを当業者は認めるであろう。また、検出された音響エネルギに関連する別
々の信号を選択されたパターン又はタイミングシーケンスで生成するように弓形変換器を
適応させることができることも理解される。
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【００２１】
　図１２は、セグメントＡ、Ｂ、Ｃ上の変換器素子が互いに絶縁されるように付加的な組
の導体で内部構成された本発明の別の弓形部材３５を示す。望ましいパターン又はタイミ
ングシーケンスで素子を励起／使用可能にすることにより、音響エネルギ／信号のフェー
ズドアレイを取得することができる。例えば、図１２の変換器の実施形態は、部分Ａにお
ける素子３０のサブセットが時間Ｔ１に、サブセットＢがＴ２に、サブセットＣがＴ３に
励起／使用可能されるように構成することができる。従来の電子機器及びプロセッサ手段
を弓形変換器とリンクさせ、当業技術で公知の方法でこれらの機能を達成することができ
ることを当業者は理解するであろう。
【００２２】
　本発明の他の変換器実施形態を金属弓形部材で実施することができる。図１３は、金属
弓形部材の上面断面図を示す。部材３５は、任意の適切な金属（例えば、アルミニウム、
ステンレス鋼）で形成することができる。部材３５自体が電圧を変換器素子３０に供給す
るための導体として使用することができるように、導電金属が好ましい。変換器素子３０
は、導電性接着剤を使用して金属部材３５に貼り付けてもよく、又は、変換器を封入する
ために使用されるオーバーモールド法４０によって所定の位置に単に入れ込むこともでき
る。素子３０は、滑らかな面を有する金属部材３５上に、又は金属部材３５内に形成され
た空隙又は窪み（図示せず）内に配置することができる。上述のように素子３０を覆って
封入するために、任意の適切な非導電材料４０を使用することもできる。導電性部材３５
については、部材と電源を連結するためにリード電線３９が使用される。上述のように、
導体３７は、素子を電気的に並列に接続するために素子３０の外面を覆うように配置され
る。非導電性金属弓形部材で構成された実施形態は、本明細書に説明するように電圧を変
換器に供給するための別の導体を使用して実施することができる。金属部材３５変換器は
、望ましい音響エネルギの減衰をもたらし、負荷素子３０を使用しなくても音の方向性を
改善する。本発明の金属変換器実施形態は、非金属実施形態について説明したのと同じ方
法及び同じ構成で管状体上に配置することができる。
【００２３】
　本発明の弓形変換器は、管状体（図示せず）の縦軸線に沿って特定領域又は千鳥の方位
領域を取り囲むために、図７及び図９に示すように管状体１３の全周を取り囲むように配
置することができる。配置された変換器の弓形設計は、大径又は小径の管状体上に配置す
ることを可能にするものである。従来の弓形変換器（例えば、オイル補償を用いるもの）
とは異なり、開示する変換器の小型で液体のない構成により、変換器を当業技術で公知の
任意の適切な手段を用いて管状体上に取り付けて保持することができる。例えば、変換器
は、それらは密封されて防水であるから、ワイヤライン器具又は磨耗が決定的な要素では
ない他の用途で実施された時、管状体の空洞内に適切な化合物を用いて単に入れ込むこと
ができる。
【００２４】
　図１４は、本発明の弓形変換器３５による実施形態と連結させることができる電子機器
モジュール１００の全体的な概略配置図を示す。モジュール１００は、前置増幅器段１０
１、フィルタ段１０２、アナログ／デジタル変換器（ＡＤＣ）段１０３、及び電力増幅器
段１０６を含む。モジュール１００は、リード線１０５を通じた出力のために１つのチャ
ンネルに「ｎ個」の信号を流すようになったｎ対１マルチプレクサ（ＭＵＸ）ユニット４
４に接続された状態で示されている。弓形変換器３５に接続されたスイッチ１０８は、位
置１と位置２の間で切り換えを行う。位置１において、変換器素子３５は、電力増幅器段
１０６によって起動され、変換器は、音響源として実施される。本発明の変換器には、多
相電圧を印加することができる。スイッチ１０８が位置２の状態で、前置増幅器段１０１
は、受信器を実施するためのモジュール１００を通じて処理するために、素子によって検
出されたアナログ音響エネルギ信号を受信する。小型パッケージ及び低電力電子機器モジ
ュール１００は、電力消費量を最小限に抑え、デジタル信号はアナログ信号に比較すると
クリーンなのでノイズ低減を改善する。また、デジタル化された信号データは、必要に応
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じて、不要なノイズのない付加的な処理を行うために遠距離にルーティングすることもで
きる。
【００２５】
　本発明の二重目的変換器３５（すなわち、ソース－センサ）は、パルスエコー測定を考
慮したものである。当業技術で公知のように、掘削孔壁から反射したパルスエコー信号の
双方向移動時間の測定結果は、掘削孔幾何学形状、例えばその半径の判断に使用すること
ができる。電子機器モジュール１００を使用して、変換器は、掘削孔内でのパルスエコー
測定結果を取得するためにモードの切換えを行うことができる。音響信号測定値データは
、当業技術で公知の従来の技術を用いて処理することができる。
【００２６】
　当業者に公知のように、ダウンホール用途に対して設計された管状体は、極端な温度及
び圧力に加えて、累層切断が装置を損傷する可能性が高い皺のある角々しい掘削環境の影
響を受ける。ダウンホール条件は、深くなれば徐々に過酷なものとなり、これは、外部つ
まり露出した構成要素の劣化を増幅する。更に、疲労荷重（すなわち、ＬＷＤ作動におけ
る管状体の曲げ及び回転）は、掘削作業において問題になる。図１５に戻ると、弓形変換
器を覆って保護するために、管状体１３上に１つ又はそれ以上のシールド４４を配置する
こともできる。シールド４４は、金属、プラスチック化合物（例えば、「ＰＥＥＫ（登録
商標）」）、又は当業技術で公知の任意の適切な材料で形成することができる。シールド
４４は、ファスナ（例えば、ネジ）又は当業技術で公知の任意の適切な手段を用いて管状
体１３上に取り付けることができる。図１６は、本発明の弓形部材３５を装備した管状体
１３を含む掘削装置の上面図を示す。管状体１３はまた、４つの弓形変換器を覆う４つの
個々のシールド４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄを装備している。
【００２７】
　シールド４４は、シールドと弓形部材３５の間の間隔内における掘削孔流体の通過を可
能にするために、空隙又は開口（例えば、穴又は溝穴）から成ることが好ましい。図１７
は、図１６に示すような４つ弓形部材３５を取り囲むように管状体上に配置された独立し
たシールド４４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄを含む本発明の実施形態を示す。説明を目的
とした図１７に示すように、開口４６は、シールド４４上の異なる位置に形成することが
できる。シールド４４Ａは、上下縁部の近くに形成された２つの開口４６で構成される。
シールド４４Ｂは、上下縁部に形成された開口４６で構成される。シールド４４Ｃは、中
心部に形成された開口４６で構成される。また、シールド４４Ｄは、側縁部に形成された
状半月形開口４６で構成される。弓形変換器は、図１７では、分かりやすいように図示さ
れていない。
【００２８】
　弓形変換器を覆うためのワンピースシールドを使用し、及び／又は開口なしのシールド
を用いて、代替実施形態を構成することができる（図１５を参照）。シールドは、当業技
術で公知の任意の適切な手段を用いて管状体１３上に配置することができる。上述のよう
に、本発明の弓形部材との信号／電力接続は、様々な公知の技術を用いて実施することが
できる。また、当業技術で公知のように、付加的な望ましい構成要素（例えば、電子機器
、遠隔測定手段、メモリストレージ、その他）を本発明の実施形態と共に実施することが
できる。
【００２９】
　管状体上に本発明の音響変換器を配置する方法は、弓形部材を管状体の外面上に配置す
る段階を伴い、弓形部材は、管状体に対して独立に形成され、列を形成してそこに配置さ
れた複数の音響変換器素子を有する。弓形部材は、導体によって電圧を変換器素子に供給
するようになっており、液体のないユニットをもたらすために密封材料で覆われる。
　管状体上に本発明の音響変換器を配置する別の方法は、金属弓形部材を管状体の外面上
に配置する段階を伴い、弓形部材は、管状体に対して独立に形成され、そこに配置された
少なくとも１つの音響変換器素子を有する。金属弓形部材は、液体のないユニットをもた
らすために密封材料で覆われる。
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【００３０】
　図１８は、本発明の別の実施形態を示す。本発明の弓形変換器は、各累層を貫通する掘
削孔１２に配置されたダウンホール装置９０に取り付けられる。弓形部材３５は、管状体
１３上の浅い窪みに位置し、シールド４４は、本明細書で説明するように変換器の上に取
り付けられる。管状体１３はまた、地表下測定のための多軸電磁アンテナと適切な回路を
有する電子機器９２及び９３とを含む。また、当業技術で公知のように、一連の従来の音
響センサ９４が管状体１３上に取り付けられる。管状体１３は、ワイヤラインシステムの
場合は検層ケーブル５９により、掘削時システムの場合は掘削ストリング９５によって掘
削孔１２に支持された状態で示されている。ワイヤライン用途に関しては、管状体１３は
、地表機器９８によって制御されたウィンチ９７によって掘削孔１２内で昇降される。検
層ケーブル又は掘削ストリング９５は、信号及び制御通信のためにダウンホール電子機器
９２及び９３を地表機器９８に接続する導体９９を含む。代替的に、これらの信号は、管
状体１３内で処理又は記録され、処理されたデータは、当業技術で公知のように地表機器
９８に伝達することができる。本発明の弓形変換器実施形態のいずれも、本明細書で説明
するように従来の管状体上に取り付けることができる。当業技術で公知のように、従来の
電子機器、リンク用構成要素、及びコネクタを使用して、測定及び通信装置上で本発明の
弓形変換器を実施することができる。
【００３１】
　本発明は、音響変換器が使用される任意の分野に適用可能であってその分野で実施する
ことができ、本発明は、地表下の管状体関連の用途に限定されないことを当業者は認める
であろう。また、開示した変換器は、いかなる特定の周波数又は周波数範囲の作動にも限
定されないことも認められるであろう。実施形態はまた、矩形素子以外に他の形状及び寸
法で構成された変換器素子を用いて実施することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】従来のダウンホール音響ツールの概略図である。
【図２Ａ】一般的な変換器素子の概略図である。
【図２Ｂ】典型的な１－３圧電複合型変換器素子の概略図である。
【図３Ａ】本発明による重質量材料を充填した変換器素子の概略図である。
【図３Ｂ】本発明による重質量材料を充填した１－３圧電複合型変換器素子の概略図であ
る。
【図４】本発明による変換器素子を装備した弓形部材の二次元投影図である。
【図５】本発明による弓形音響変換器の断面図である。
【図６】本発明による２つの個々の弓形音響変換器の概略図である。
【図７】本発明により管状体上に取り付けられた２つの個々の弓形音響変換器の概略図で
ある。
【図８】図７で管状体上に配置された弓形変換器の断面図である。
【図９】本発明により管状体上に配置された円筒回転面の四分円を形成する４つの個々の
弓形部材の上面図である。
【図１０】本発明による絶縁変換器素子の組で構成された弓形部材の二次元投影図である
。
【図１１】図１０に示す実施形態と類似の２つの弓形部材の概略図である。
【図１２】本発明によるフェーズドアレイ励起／信号受信のために配置された絶縁変換器
素子の組で構成された弓形部材の二次元投影図である。
【図１３】本発明による金属弓形変換器の上面図である。
【図１４】本発明による変換器電子機器モジュール及びマルチプレクサモジュールの概略
図である。
【図１５】本発明により管状体上に取り付けられたシールド弓形変換器の概略図である。
【図１６】本発明により嵌合シールドで管状体上に配置されたマルチ部材弓形変換器の上
面図である。
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【図１７】本発明による弓形変換器及び保護シールド実施形態を装備した管状体の概略図
である。
【図１８】本発明による弓形変換器を含む掘削装置の概略図である。
【符号の説明】
【００３３】
　３０　単一矩形１－３圧電複合型素子
　３２　重質量材料

【図１】 【図２Ａ】
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【図３Ｂ】
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【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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